
契約変更理由書 
神戸市 

業 務 名 須磨区高尾台防災対策工事（Ａ工区）その４ 

【契約変更の内容】 
                   当初   変更 

① 伐採処分       ―      一式 
② ICT による地形測量        ―      一式 
③ 吹付法枠工     2,290 ㎡ 2,387 ㎡ 
④ 鉄筋挿入工   2,205 ｍ 2,768 ｍ 

 

【契約変更の理由】 
 

① 法面整形を行ったところ、法面表面の風化が想定以上に進行しており、法面整

形で発生した落ち葉等が含まれた残土が、通常の残土搬入地では受け入れ不可

となり、有機物混入土として処分する必要が生じた。また、発生した落ち葉等

が含まれた残土にはごみが含まれており、分別処分する必要が生じた。 
② 急斜面での測量となることから、測量にかかる時間短縮、安全を確保するため、

請負人から提案された ICT を用いた地形測量を追加する。 
③ 法面整形後の現地精査の結果、法面の形状にあわせて、端部及び法面谷部の吹

付法枠を増工する。 
④ 吹付法枠の増加に伴い、鉄筋挿入を増工する。 

 

（公表様式第６号） 


